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Ⅱ誰もが働きやすい職場
環境づくり

主な取組内容

非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化の推進

(1)パート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保状況の確認
0労働基準監督署の調査結果により、事業所の状況を的確に把握し、効率的な指導を実施。
併せて基本給・賞与の差が相当程度ある場合は見直しを検討するよう助言を行い、文書で検

討状況の報告を求める

(2)非正規雇用労働者の処遇改善、正社員転換、社会保険適用時の処遇改善な
どこ取り組む事業主に対するキヤリアアップ助成金等の周知、活用促進
・説明会の開催及び他機関の会合において事業主等への周知

(3)働き方改革サポートオフィス鳥取の活用促進
・同一労働同一賃金の実現のために訪問コンサルティングの活用を事業主に周知

〔令和7年 10月末現在〕

(1)指導件数
パート・有期雇用労働法   127件 (111社 )
|うち基本給 0賞与の見直し依頼 21件 |

労働者派遣法       55件 (12社 )

3か所
5回

(参加者数412人 )

(2)労使団体へ協力要請
説明会等での周知

■引き続き、労働基準監督署の調査結果等により事業所の状況を的確に把握し、パート・有期雇用

労働法及び労働者派遣法に基づき効率的な指導を実施する。

■説明会、その他機関の会合において、非正規雇用労働者の処遇改善、正社員転換、社会保険

適用時の処遇改善などに取り組む事業主に対し、キャリアアップ助成金の活用等について周知を図

る。

■働き方改革サポートオフィス鳥取による同一労働同一賃金の実現のための訪問コンサルティングの活

用促進に引き続き取り組む。
rヽ―トタイム城膏醸選蔵労働違キTラクタ雫
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Ⅱ誰もが働きやすい職場
環境づくり

Ⅱ-6 総合的なハラスメント対策の推進 翻
阻
一

35′ 36′

37′ 42

鶉
主な取組内容

(1)男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及び指針の
周知
・関係機関・団体の会合等を活用し、カスタマニ八ラスメント、就活セクシャル八ラスメントを含む総
合的八ラスメント防止対策について周知

(2)ハラスメント対策の履行確保と適正な取組への支援
0労働施策推進法等に基づき、各種八ラスメント対策について企業指導
・取組事例の提供により適正な取組を支援

(3)カスタマー八ラスメント対策:企業マニュアル等の周知
0企業指導において、企業マニュアル等を交付し周知
0カスタマー八ラスメント防止対策の義務化について周知

(4)丁寧な相談対応と個別労使紛争解決の援助等の実施
0八ラスメント及びいじめ0嫌がらせに関する相談への対応と紛争解決援助制度による解決支援

取組状況

〔令和フ年10月末現在〕

(1)会合等における説明回数    3回
(参加者数 149人 )

(2)指導件数         53件 (23社 )

八ラスメント本目言炎イ牛委文      525イ牛
内訳 セク八ラ    54件
マタ八ラ       フイ牛
育介八ラスメント 7件
パワ八ラ    458イ牛
いじめ・妍:がらせ 90イ牛

(4)紛争解決援助件数

調停 6件   助言 15件

調停事例

●パワ八ラ被害労働者からの申立て。入社間もなく先輩従業員からパワ八ラ (仕   紛争調整委員会による調停により事業主は対応不足を認め、関係者に事実確認を
事を教えてもらえない、物に当たる、人格否定発言等)があり、複数回、事業主 ▲ 行うこと (問題が認められた場合は加害者に対して適正な処分を行うことを含む)及
に相談したが、詳細な事実確認は行われることなく注意に留まリパワ八ラは改善さ 

″
び、被害者へ謝罪すること、就労不能期間の所得補償を行うこと、並びに再発防止策

れなかつた。その結果、メンタル不調に陥り就労不能となつたことについて補償を求   を請じることで和解が成立した。
めたい。

今後の方向性
■企業への個別訪問等により、履行状況の確認を行うとともに、必要な指導を実施.カスタマー八ラスメント及び就活八ラスメントが事業主の義務となつたことに
ついて周知。
■「職場の八ラスメント撲滅月間」(12月 )中心に広報、啓発を実施。
■総合労働相談窓口等において丁寧な相談対応に努めるとともに、相談者の申出に基づき紛争解決を援助。
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I-7(ァ)働 き方改革への取組支援 Ⅱ誰もが働きやすい職場
環境づくり

資料
38′ 39

NQ

匡
主な取組内容 餃勒鰺胚吻貪饉__

(1)生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む事業者等の支援
①働き方改革推進支援助成金等各種支援策の周知

②個別支援・相談対応

③長時間労働につながる取引慣行の見直しの要請

(2)監督署に設置した「労働時間相談・支援班」による説明会や個別訪間による積
極的な支援

①令和 6年 4月から労働時間の上限規制が適用された建設業や医療保険業に対しては、業種
ごとの説明会実施

②個別事業場を訪問し、労働時間の削減や各種支援制度に関する説明を行うなど支援を実施

(3)「働き方改革サポートオフィス鳥取」による事業主への積極的な支援
中小企業・小規模事業者が抱える長時間労働削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上

による賃上げ、人材の確保 0定着等の課題に対応するため、以下の支援を実施。

① 窓口での相談対応及び個別企業への専門家派遣

② 職務分析・職務評価の取組支援と周知

③ 事業主向けセミナーの開催と講師派遣

〔令和フ年10月末現在〕

(][)

① 説明会等での周知10回 (参加数1679社 )

② 訪間支援 :68事業場 (再掲)

③ 発着荷主等に対する要請 :53事業場 (再掲)
長時間労働の削減等に関する要請時に長時間労

働につながる取引慣行の見直しの要請も実施 (労

使団体等計 9団体 (11月 ))(再 掲)

(2)

①業種ごとの説明会

医療保険業 3回、建設業 3回実施済み
今後追加で各 3回ずつ実施予定 (再掲)

②個別事業場への訪問 :68事業場 (再掲)

(3)おもな実施状況

・相談件数   189件 [年間目標 390件]
・専門家派遣  183件 [ 同  370件 ]
・セミナー開催回数 26回 932名 [同 40回 ]
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I-7(ィ)働 き方改革への取組支援

主な取組内容

(4)「鳥取働き方改革推進会議」を通じた労働環境や待遇の改善等の気運の向上
鳥取働き方改革推進会議を開催。構成団体の取組状況及び支援策について共有するとともに、

「鳥取働き方改革推進キャンペーン2025」 (11月 )について協議・決定

【キャンペーンの耳又糸且】

・キャンペーンリーフレットによる周知 (年次有給休暇取得推奨デーと公立学校の学校休業日の連

携)、 働き方改革川柳の公募・選考、働き方改革関連セミナーの実施、自主点検票の配布

今後の方向性

■引き続き、中小企業事業者に対し、説明会や会議等あらゆる機会を通じて労働関係法令や各種

支援策の周知を行うとともに、「働き方改革サポートオフィス鳥取」の活用促進を図る。
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Ⅱ誰もが働きやすい職場
環境づくり

〔令和フ年10月末現在〕

(4)

・働き方改革関連セミナー

0自主点検票配布枚数
0構成団クトによるリーフレットの酉己布

6回

421本文

11月綸鳥取●書方改革締遭キヤンベーン2●25月臓です

令和 6年度
働き方改革川柳大賞作品

有体で
仕事と適度な
ディスタンス
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讐備・建 ・運輸(配送 )
のお仕事をご案内じ春け

・未経験の方
・興味のある方
・プランクのある方
・資格は持つているけど経験ない方

‐■1ト

窓口で相談ください

「
■

施設警備や交通誘導等
1固人の希望に応じ対応
いたします。

″
〃
―

測量や設計から土木施工、
設備工事まで幅広<職種
を検討いただけます。

J■
■■D‐ ■n

口X

ルート配送や (準)中型・
大型、二種免許等個人の
ニーズに応じて対応いたし
ます。

t鮒1鏑醐翻蠅編ヽ1,場浄ヽ曲脚||111■ ||||111サ )誉驚|"1ド彙嗜攣韓口1鰤理碑ボ略:軸薇1鋏釉麟躙絲醸緻欲莉1蛮‖‖

～ご利用希望の方は～

「警備・建設 0運輸 (配送)コーナー利用希望」とお伝え<ださ
ヽ

t,ヽ   
▼

ノヽ閻守ワ鵡クー1雉1取 絣盪支援サ胃ビスコーサー
(開庁時間 平日 月

～
金 8:30～17:15)

噴請 0“ア12312021“1♯)

匡コ

口■ ■ロ

ロ ■■

■

■

匡
=コ
E=コ

E=コ



のお仕事をご案内し春す

◆福祉コーす―は
こんなサービスを行います
福祉の仕事を経験者の方はもちろん
未経験の方もお気軽にご相談下さい

医療現場、福祉施設等、個人の
ニーズに応じ対応します

職場見学もご案内いたします

保育士未経験の方もブランクの

ある方も相談お待ちしてます
職場見学もご案内いたします

V

ニ

ヽ

^ゝ
′` 福祉施設、医療現場での看護助手、

就労支援施設等、1固人のニーズに
応じ対応します
職場見学もご案内いたします

ハ

～ご利用希望の方は～

総合案内で「福祉コーす―利用希望」とお伝え<ださい

一ワーク鳥取1 就職支援サービスコーナー
(開庁時間 平日 月～金 8:30～ 17:15)
電:話 0857-23-2021(41♯ )

Eコ

●
　
ロ

・・●



,1
:1

「 ′|

建設・警備・運輸 人材不足分野への就職をお考えの方、興味のある方は、

専門相談員がお仕事探しをサポ…卜します。是非当コーナーをご利用ください。

建設

建設 警備 )

・施設警備員
・交通誘導整備員
・雑踏警備員
・警備関係職種

運輸Π

。トラック運転手
・タクシー運転手
・タンクローリー運転手
・バス運転手
・送迎運転手
・運輸関係贈種

・土木作業員
・土木施工管理技士
・建築施工管理技士
・電気工事士
・建設関係尉種

ハローワーク米子 (米子公共職業安定所)

「 就職支援 サ ー ビス コーナ ー」

米子市末広町311 イオン米子駅前店4階
電話 :0859-33-3911

ご希望に添つた支援をしています !
お気軽にご相談<ださい。

未経験や資格が無いが

チャレンジしたい
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医療 福祉 保青
(看護)  (介護 )

の就職相談は

ロロ

ス

サービスコー十一
にお任せください !

仕事内
知りた

電
■

この分野の

仕事に

就職したい

プランクが
あるけど

再就職したい

容が

い  1ノ

ノ ゝ~γ

′
r
r
=
3
■
ヽ

■

関心はあるけど
経験や資格が

な<て不安

｀嘔が 、r
ヽ

ヽ

ノ
『

応募前に見学
してみたい

レ 、単ぼ〆
「

米子市末広町311 イオン米子駅前店4階
TEL:0859-33-3911

Iヽ
■

√

サービス

メニュー

eo● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0● e● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

対象職種での就職を希望する方を対象に支援します。

日対象職種に関する職業相談や求人の紹介

回事業所説明会など各種イベント開催&情報提供

日担当者制による就職支援も行います。
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福祉の

仕事 場所

由 Eヨ

正 員

0加申込。お問い合わせ先
ハローワーク鳥取(鳥取公共職業安定所 )

就職支援サービスコーナー

質]話 :0857-23-2021(41♯ )

社の仕事を知
ってみませんか?

o加にあたつ
て｀資構

0経議は問ぃませ
ん。

事業内容・仕
事内書の脱明

のみをご希望
の方も

ごo加ぃただけま
す。

★ぉ気軽にお
申し込みくだ

さい★

・筆記用具
・履 歴 書 (面接希望者のみ )

とりぎん文化全:]笙
晨量_室

13時半～16時
(13時開場 )途中出入自由

5墜艶到嘘濁L
※申込にはハローワークでの

求職登録が必要です(当 日会場でも可 )

予約はこちら
もしくは

裏面の参加申込書を
ご提出ください

11/6(木 )
15社参加

a■

介

就
職
デ
イ

■ ■（福
祉
関
係
事
業
所
説
明
会
）

(鳥取市尚徳町101-5)

※事前申込制
※服装自由
※雇用保険求職活動実績に該当

【主催】 ハローワーク鳥取
【共催】 鳥取市
【共催】 鳥取県看護協会

鳥取県社会福祉協議会
介護労働安定センター鳥取支部

持ち物

時間
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参加事業所一覧

○ ○医療法人社団 三 樹 会

11/6 ロ

○
障害者支援員
精神保健福祉士株式会社コモングラウンド

○ ○ 障害者支援員社会福祉法人 あすなろ会

○ 介護支援専門員医療法人 至 誠 会 社会福祉法人 親 誠 会

○株式会社三チイ学館

○ ○
看護補助者
障害児(者 )ケア職員独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター

○社会福祉法人 鳥取福祉会

○ ○ 介護支援専門員株式会社ソルヘム 陽だまりの家

○ ○社会福祉法人/医療法人 1目[幸会
´

○ 介護支援専門員ilefiilEA Pf
○株式会社鳥取介護サービス

障害者支援員社会福祉法人鳥取県厚生事業国 ○

○社会医療法人 明和会医療福祉センター

○ ○株式会社イングス デイサービス縁

株式会社いなば仁風会 ○

歩〔 切り取り線

フリガす

氏   名
求職番号

主な募集職種(※ 10/27現在)
事業所名

介護 看護 その他

]

参加申込書



|「
人材確保に悩む事業主の皆さまヘ

雇用管理に助成金を活用しませんか ?
人材確保等支援助成金 雇用管理制度・雇用環境整備助成コースのご案内

助成内容および助成額

このコースは、事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器等 (労働者の業務負担の軽減が図ら

れる機器。設備等)の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合

に最大230万円(賃金要件を満たした場合は最大287.5万円)を助成する制度です。

具体的な活用事例

①賃金要件加算なし

諸手当等制度(40万円)+職場活性化制度(20万円)
+健康づくり制度(20万円)

合計80万円

②賃金要件加算あり

賃金規定制度(50万円)+諸 手当等制度(50万円)
+雇用環境整備(対象経費の1/2(上限187.5万円))

合計287.5万円

(※ 1)括弧内の金額は、賃金要件(5%以上の賃上げ)を満たした場合の額
(※ 2)上限額は、複数の雇用管理制度又は労働者の業務負担の軽減が図られる機器。設備等を導入した際の助成上限額
(※ 3)ra賃金規定制度」は中小企業が対象                            LL070401確 02

導入が必要なメニュー e),frffirNrr tFEffirN1.z)

A雇 用管理制度の導入

a賃 金規定制度 (※ 3)
(賃金表の整備)

40万円
(50万円)

80万円
(100万円 )

b諸 手当等制度
(資格手当などの導入 )

c人 事評価制度
(人事評価制度の導入 )

d職 場活性化制度
(メンター制度等の導入) 20万円

(25万円 )e健 康づくり制度
(人間ドックの実施 )

B業 務負担軽減機器等の導入
(労働者の業務負担の軽減が図られる機器・設備等の導入)

対象経費の

1/2
(62.5/100)

150万円
(187.5万 円 )

」 ||||



J"''
支給までの流れ

0)雇用管理制度等整備計画を策定

提出期間内に本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出・認定

② 雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入・実施

雇用管理制度等整備計画の実施期間内に導入。実施

0)離職率の低下目標を達成

雇用管理制度等整備計画期間の末日の翌日から12か 月経過するまでの

期間の離職率が、日標値を達成していること

0助成金の支給(最大230万円)

賃金要件を満たした場合は最大287.5万 円の支給

申請・お問い合わせ先

詳しい支給要件、手続きなどの詳細について、ご不明な点は、以下を参考に
していただ<か 、最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。

助成金の詳細

L」匝≦己z血幽 Il触L≦n」o`重1■1由」≦Ш:山理i撻

ぬЩ n農∞皿堅22_ユn饉上回

助成金の お問い合わせ先・申請先

上国墜 L塾

“

山
`ュ

コ1■△

“

nl艶痙fム盛 よШlLШl皇∠
LЩIⅨ」 oΩllェΩ」dbl∠kQ幽149ム」■1血1ムch“a
se2.htm[

t)厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク



鷺麟脇〆

企業 内での人材育成に取 り組む事業主の皆さまへ

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を
習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経買や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

支綸対象

対 象 者  事業主 :雇用保険適用事業所の事業主
労働者 :雇用保険被保険者                   ご活鸞チ猪卍悸蜃す 1

■  籠  ① 人材育成訓練    :10時 間以上のOFF―]Tによる訓練
② 認定実習併用職業訓練 :新卒者等のために実施するOJ丁とOFF‐JTを組み合わせた訓練

③ 有期実習型訓練   :有 期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTと

助 威 率・ 助 威 額         OFF¨
JTを組み合わせた訓練

(1)助 成 率 ・ 助 成 額  ※ ()内 は中術 掛 諄 業主以外の助成率 。助成額

注 1:e‐ラーニング、通信制による訓:練は経費助成のみです。

注2:訓練修了後に行う副:練受講者に係る賃金改定前後の賃金を朦 して 5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規
則等に規定した上で、訓練修了後に留:〕練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して 3%以上
上昇している場合に、助成率等を加算

注 3:正社員化した場合に助成。有期実習型訓練を実施したものの、結果として、対象労働者の正規雇用労働者等への転換が実施されなかつ
た場合であっても、支給決定時までに以下の要件を満たしたときは、「人材育成訓練」の助成内容により助威対象となる場合があります。
・職業能力開発推進者を選任していること
。事業内職業能力開発計画を策定・周知していること
。定期的なキャリアコンサルディングの機会の確保等について定めていること

(2)受 講者 1人 1訓練あたりの経費助成限度額 。1年度 1事業所あたりの助成限度額 (注 4、 注5)

注 4:賃金助成限度額 (1人 1訓練あたり)は、1′ 200時間。専門実践教育訓練については1′600時間.
注 5:副ll練受話回数は労働者 1人につき、 1年度で 3回まで (有期実習型訓練については同一の事業主が同一の労働者に対して 1回まで)

(フ 昆主五量菫  都道府県労働局・八日―ワーク    LL070401開企03

従 業 員 の 人 材 育 成 に

「 人 材 開発 支 援 助 威 金 」 が 活 用 で き ま す
「 人 材 育 成 支 援 コ ー ス 」 の ご 案 内

支綸対象となる日練

経費助威率
賃金助威韻(注 1)

(1人 1時間当たり)

OJT実施助威額
(1人 1コース当たり)

通常分
賃金要件 ,資格
寄騨日 '犠精
たす場合(注 2)

通常分
劇餞昌群・誨烙
等審望群た満
たす場合1丼 2)

通常分
賃金襄絡・資格
等鍵望調に満
たす場合:注 2)

①人オオ育成
訓練

正規雇用
労働者等

4596

(3096)

+15%
(+1596)

800円

(400円 )

+200円
(+【Ю円)

有期契約
労働者等

7096 +15%

②認定実習併用職業訓練
4596
(3096)

+159る

(+1596)
20万円

(111万円)

+5万円
(3万円)

③有期実習型訓練 (注 3) 7596 +25% 10万円

(9万円 )

+3万円
(3万円)

10晴日以上100時間来濶 100時間以上200時間未ロ 200時間以上 1事業所1年
度|あたりの
助威限度額中ノ」ヽ企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

15万円 10万円 30万円 20万円 50万円 30万円 1′ 000万円



事業 主の皆さま

人材開発支援助威金の制度概要 >詳細 はP4ヘ

事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿つて職務に関連した訓練を

実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

助成金が支給されるまでの主な流れは以下のとおりです。

訓練開始

1か月前
訓練修了後

2か月以内

都道府県労働局ヘ

_人への投資促進コ

「

ス レ詳細はP2～ 3ヘ

企業における労働者の人材育成を強力に支援するため、国民の皆さまからのご提案をもとに、

令和 4～ 8年度の期間限定助威として「人への投資促進コース」による助威を行つています。

「人への投資促進コース」には、以下の 5つのメニューがあります。

え―  ′
/

人材 開発 支 援 助 成 金

(人への投資促進コース)のご案内

都道府県労働局ヘ

Stepl
計画提出

Step2
訓練実施

Ste p3

支給申請

サブスクリプション型の研修
サービスによる訓練の実施

定 額 制 訓 練

高度デジタル人材等の

育成のための訓練の実施

高度デジタル人材訓練

/成長分野等人材訓線

IT分野未経験者の即戦力化
のための訓練の実施

労働者が自発的に受講し

た訓練費用を負担

自備的職熱鮨カ

蘭 轟 ■練

働きながら訓練を受講する

ための体暇制度等を導入

長期教育訓線

休暇等制度

厚生労働省 都道府県労働局・八□一ワーク LL070401開 企:0眸

1

鰤鰈澁1鶉鰈



` 各訓練 メニューの助威率 と助成額

定 額 制 訓 練 定額受け放題

従業員の方がサプスクリプション型の研修サービスを利用した場合に助成します。

対 象 の 副1練
経費 助成 率 賃金助成 額

中小企業 大企 業 tr4rc* j XtX
サブスクリプション型の研修サービス

60% 45%
(+15%)

高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓籠 資格取得費用も対象

DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する 'る
場合に助成します。

経費助成 率 賃 金助 成額

中小企業 大企業 中小企業 大企業
対 象 の 訓 線

7596ITス キ ル 標 準・ DX推 進 ス キ ル 標 準
レベル 3・ 4と な る訓練 等

6096 1′000円 500円

海外も含む大学院での訓練 759陥
国内大学 院の場合

1′000円

自■詢‖熱鶴力開籠観締 自難的な学びを支燿

対 象 の ヨ:1線 経費助成 率 賃金助 成額

労働者の自発的な訓練費用を

事業主が負担 した訓練

4596

(+15%)

対 象 の 訓 練
経 費助 成 率 賃金助成額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

IT分 野 未 経 験 者 の
即 戦 力 化 の た め の 訓 練

(OFF― ]Tと OJTを組み合わせた訓練 )

609ん 459陥 800円 400円

(+15%) (+200円 ) (+100円 )

OJT実 施 助威額
中小企業 大企業

20万円 11万円
(+5万円 ) (+3万円 )

長 期 教 育 訓 練 休 暇 等 制 度

教育訓練休暇や教育訓練短時間勤務制度を導入しt労働者の自発的な職業能力開発を促進した場合に助成し
ます。賃金助成に人数制限はありません。

。 ( )内の助成率 (額)は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の率 (額)です。
・賃金助成額は、 1人 1時間当たりの額です.OJT実施助成額は、 1人■目練当たりの観 (定顔)です。

2

対 象 の 訓 練 経 費助 成 額

賃金助

ヽ

長期 教 育訓練休 暇 制度

(30日以上の休暇取得)

20万円 1′000円 800円

(+4万円 ) (+200円)

20万円
(+4万円 )

,'事

ず

導入済み企業も対象

所 定 労 働 時 間 の 短 縮 と

所 定外労働 時 間の免 除制度



企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまヘ

新規事業展開やDX推進等の人材育成に
「人材開発支援助成金」が活用できます
～「事業展開等リスキリング支援コース」のご案内～

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中

の賃金:の一部を助成する制度です。「事業展開等リスキリング支援コース」では、新たな事業の立ち上げ

など事業展開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を助成の対象にしています。

支給 対象

事業主 :雇用保険適用事業所の事業主

労働者 :雇用保険被保険者

① 訓練時間数が10時間以上であること
② OFF…JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
③ 鵬務に関連した訓組|で、以下のいずれかに該当する訓練であること

lli

企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の

習得をさせるための訓練

事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル 0デジタルトランスフォーメー

シヨン (DX)化やグリーン・カーボンニュ

「

トラ′Иヒを進めるにあたり、これに関連する

業務に従事ぎせる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

注 :本コースでは、事業展開などの内容を記載した「蓼菫■■●糞籠計■」 (様式第■-3号)を職業訓朧実施計画届と併せて提出する
必要があります。取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注 :『●菫■‖」は、訓練開始日から起算して、3年以内:ヨ国にする予定のものまたは 6か月以内に奥出したものである必要があります.

[参考]事業展開の例 :新商品や新サービスの開発、襲造、提供または販売を開始する 等
デジタル・DX化の例 :I丁ツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のベーパレス化を進めた 等
グリーン・カーボンニュートラ′Иヒの例 :晨薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した 等

助成率・助成額

助成金の詳細
はこちら→

1曰国|

対象者

① 助威率・助威限度額

② 受講者 1人あたりの経費助威限度額

7596 6096 1′000円 500円 1億円

■事業所■年度あたりの

助威限度額大企業 中小企業 大企業中小企業

20万円 40万円 25万円 50万円 30万円30万円

中小企業 大企業 中小企業 大企業

200時間以上

中小企業 大企業

注 1:e―ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみです。

)主 2:定額制サービスによる訓練の経費助成限度額は、受講者 1人 1月あたり2万円です。

攀勺厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク LL070401開企05

経費助威率 賃金助威額 (■人1時間)

10時間以上100時間未満 100時間以上200時間未満



企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

人材開発支援助成金
(教育訓練休暇等付与コース 0人への投資促進コース)

のご案内 (詳細版 )

人材開発支援助成金 (教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース *)

は、労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発お
よび向上を促進するため、次の3つの助成を用意しています。
ホ人への投資促進コースは令和4年～8年度の期間限定助成です。

■ 教育訓練休暇制度

3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用
した事業主に助成 (制度導入に対して30万円を支給)

2長期教育訓l編休暇制度
30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した
事業主に助成 (制度導入に対して20万円を支給、有給の体暇に対して、 1人
につき■時間あたり■′000円 最大1600時間分 (大企業の場合は 1人につき
1時間あたり800円 最大1200時間分)の賃金助威を支給)

3教育訓練短時間勤務等制度
30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を
導入し、実際に 1回以上適用した事業主に助成 (制度導入に対して20万円を
支給)

人材育成支援コース

人への投資促進コース

(長期教育調練休曜、教育訓練短時間勤務等‖度関係)

事業展開等リスキリング支援コース

厚生労働省
ひと。くらし、みらい0ために

教育訓練休暇等付与コース ●

建設労働者認定訓練コース

建設労働者技能実習コース

●

由芍
L_/ Ministry oflHeath,Labour and WeWare 都道府県労働局 0ハローワーク

P L070401開企02



自分に合った企業に、出会えるチャンス

日
■■■

■■■■

■■■

■■■

気になる企業の
説明を聞くだけでも

大 歓 迎 !!

参加企業数各100社予定

とつとり団圃フェア
a四〇8月

参加無料、履歴書不要、服装自由

参加対象者
・一般求職者及び卒業後未就職者
・2026年 3月大学等卒業予定者(低年次の学生も可)

受付開始 12:30～
企業プレゼン :12:50～ 13:20
合同企業説明会 :13:30～ 16:00

鳥取市民体育館 エネ トピアアリーナ
〒680‐0864鳥取県鳥取市吉成 3-1‐ 1

事前申込なしでの
当日参加も可 !

―
・鳥取●から

"歩
20分

市民体青

"前
′(ス●か

らすぐそば

8月 25日 (月 ) 8月 27日 (水)
受付開始 12:30～
企業プレゼン :12:50～ 13120
合同企業説明会 :13:30～ 16:00

米子コンベンションセンター

〒683‐ 0043鳥取県米子市末広町 294 ■目

―
・JR米子釈北口から
佳● 5分

」

米子会場 鳥取会場

子空港●

至松江

JR米子駅

●

■■■1_

囲
冒躙

`電

一
■
一

′
ヽ
■

一

鰐

畦
I「

イオン
`■
1

鳥取店‐

イエローハッド
鳥取駅南店

●

●

鳥取市民体育館
エネトヒア
アリーナ

事前参加 申込 はコチ ラか ら !

https://urww.roudoukyoku― setsunnelk

ai―hw.mhiw.go.ip/briefings/ODQ4

事前参加申込はコチラか ら !

https://www.roudoukyoku― setsume:k
ai― hw.mhivv.go.ip/briefings/ODQ5

上記二次元バーコード、URLのほか、CIハローワーク説明会等受付サイト|で検索 ②労働局選択画面から 1鳥取|を、
■望■二_里型1王上埜二主竺型上f卜にアク督できまち覧から |と っとり就職説明会一

【主催】鳥取労働局 (ハ ローワーク)、 鳥取県 【後援】鳥取県商工会議所連合会、鳥取県商工会連合会、鳥取県中小企業団体中央会、一般社団法人鳥取県経営者協会、社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

【問い合わせ先】(事業受話元 )三松堂ホールディングス株式会社 TEL:03-6823-5362 ma‖ :m― fukuchesanshodo.co.ip
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中海

米子
コンベンション
センター
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「わかもの支援コーナー希望」

とお伝えください
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ハローワーク鳥取

わかもの支援コーす―

■L0857-23-2021(部門41#)
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ハローワーク鳥取 わかもの支援コーナー

棄えたい。未来を、自分を。

職場

見学

`
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ハローワーク
鳥取 HP
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予約

OK

就職後等

の相談
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応募書類作成

面接準備

求人検索の
サポ■ト



ハローワ

いつもと同じ職員と

相談しませんか?
担当者制をおすすめ

します

E==コ

適性診断で自己理解

を深めませんか?

L IJ.?

応募書類作成の

お手伝い、

面接の相談、練習も

行っています

在職中の方も

利用できます

%

もの支援コ

待ち時間の軽減に

「予約相談」をぜひ

ご活用ください

応募前職場見学の

申し込みもご相談

<ださい

□ 就職活動って何から始めたらいい?

□ 自分は何がしたいのかわからない

□ 自分に何が向いてるのかわからない

正社員を目指す

34虚IEの方

に支援を行つているコーナーです

※パート、アルバイト、派遣等の

正社員以外で働いている方 など

職場での悩み、

仕事や将来に向けての

相談などもお気軽に !

手ェックしてみよう′

□ 正社員になりたいけどハードルが高そう… ハ

11

□ 就職活動が不安 !

□ ひとまず話してみたい

詳し<はわかもの支援コーナーにきてみて<ださい !

C
ヘ



■哺 迷つたら、まずはお話してみませんか?

ヽ

ti〕
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厚生労働省

わかも
ハローワーク米子では、正社員雇用を目指している概ね35歳未満の方を
対象に「わかもの支援窓口」で個別支援を行つております。

ヽヽ 「`%
ヾ r、

Ⅵ ヽ1 ′

予約制のため

安心
◆

◆

仕事への悩みも

一緒に

考えよう

自己理解から

募対策まで

サポート

応
◆

まずは
気軽に

相談を♪

「わかもの支援窓口」をご利用下さい !

支援メニュー 相談時間 予約方法

○仕事の相談

○適職診断 (PC操作あり)

○応募書類の
作成支援・添削

○面接練冒など
(働■撮影も可・規定あり)

憲口かお電話
(0859-33-3911)
でお申し込みください

相餞時間は45分
夕ヽ10:00～
、夕11:00～
夕ヽ13800～
、夕14300～
、夕15300～

上記いずれかの時間帯

志菫動機が
思い澤かばれ

対象者
ヾ学校卒業後3年を超えている方
1ヾ概ね35歳未満の方

ヾ無業者の方や現在アルバイトをしており

正社員を目指したい方

何の仕事が
いい?

何を相談¬

したらいいか

分からない 面接対策
何をしたらいい?

お問い合わせ先 :ハローワーク米子 (米子公共職業安定所 )

(HVVY20241205)

● ●

0859-33-39



事 務 連 絡

令和 7年 8月 6日

高等学校長   様
特別支援学校長 様

鳥取労働局職業安定部長

「地元企業魅力発見会」及び「令和 7年度新規高卒求人事業所説明会」の

開催について

皆様には時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より鳥取労働局の

労働施策の推進につきまして格別の御理解、御協力を賜 り厚 く御礼申し上げます。

さて、鳥取県内の就職内定率は高い水準が続いているものの、就職後 3年以内の早期離職

率は依然高い状況が続いてお ります。

鳥取労働局、鳥取県教育委員会及び鳥取県では、若年者の職場定着やその後の安定した職

業生活の促進を図ることを目的に、就職前から詳細な事業所情報の把握や職業に対する知識

や理解を深める取組として、例年、新規高等学校及び特別支援学校高等部卒業予定者を対象

とした「新規高卒求人事業所説明会 (以下、「説明会」という。)_を開催してお ります。

今年度は説明会に加え、高等学校及び特別支援学校高等部の低学年生徒を対象とした「地

12

元企業魅力発見会」を新たに開催することといたしました。

つきましては、就職未内定の生徒及び進路選択を控えた低学年生徒の積極的な御参加を

お願い申し上げます。

概要等につきましては下記を御確認 ください。なお、御不明な点は下記の担当までお問い

合わせください。

言己

1.地元企業魅力発見会 (高校低学年生徒に対する合同企業説明会)
① 概   要
高等学校及び特別支援学校高等部の低学年 (主に2年生)に対する職業意識形成 (キ ャ

リア教育)を 目的とし、鳥取県内企業の情報提供を通じて、産業や職種の魅力、内容等を

発信するもの。説明会と同様、各企業ブースを生徒自身が選択して訪問し、企業の説明を

聴く形式を予定。

② 開催日及び会場

倉吉会場 令和 7年 10月 27日 (月 ) 倉吉シティホテル
米子会場 令和 7年 10月 29日 (水) 米子国際フアミリープラザ
鳥取会場 令和 7年 10月 30日 (木) 白兎会館
※いずれも午後開催

③ 参加対象者

高等学校及び特別支援学校高等部の低学年生徒 (主に2年生)

④ 参加事業所

鳥取県内に就業場所を有する正規雇用高卒求人提出事業所

各会場 30社程度 (予定)



2.新規高卒求人事業所説明会 (就職未内定生徒に対する合同企業説明会)
① 概   要
就職未内定生徒の就職促進を図ること等を目的に、令和 8年 3月 新規高等学校及び特

別支援学校高等部卒業予定者に対し、鳥取県内企業との面談の機会を提供する場を設け

るもの。

② 開催日及び会場

倉吉会場 令和 7年 10月 27日 (月 ) 倉吉シティホテル
米子会場 令和 7年 10月 29日 (水) 米子国際ファミリープラザ
鳥取会場 令和 7年 10月 30日 (木) 白兎会館
※いずれも午前開催 (午前中で終了)

③ 参加対象者

令和 8年 3月 新規高等学校及び特別支援学校高等部卒業予定者のうち、就職未内定者

④ 参加事業所

鳥取県内に就業場所を有する正規雇用高卒求人提出事業所

各会場 30社程度 (予定)

3.そ の他
本事務連絡は開催概要のご案内です。詳細が決まり次第、鳥取県教育委員会事務局の

御協力のもと、改めて開催通知 (詳細版)をお送りいたします。参加者数の取 りまとめ、

御報告等は開催通知 (詳細版)送付後にお願いいたします。

【担当】

鳥取労働局職業安定部職業安定課

(学卒担当)永田または田口
(電    言舌)0857-29‐ 1707

12



0
厚生労働省

鳥取労働局
ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

1.障害者全体の職彙紹介状況

(就職件数及び新規求職申込件数の推移)

担
　
　
当

職業安定部 職業対策課
課 長   荻原 晃
地方障害者雇用担当官

′、尾 あづさ
′
員il言汚  08 5 7-2()-1 7()8

ハローワークを通じた障害者の就職件数は2年連続で過去最高を更新

～就職率は6年連続で全国第1位～

― 鳥取県における令和 6年度障害者職栞紹介状況 一

鳥取労働局 (局長 ||1下  禎博)は、令和 6年度のハローワークを通じた障害者の職業紹介状況をと
りまとめましたので、公表します。

令和 6年度の障害者の就職件数は 885件で、令和 5年度実績 (826件 )|こ比べ 7.:()(,の増力||となりま
した。

特に、地方公共団体や就労支援機関等と連携し、就職′ヮ̀ら定着に向けたきめ細やかなチーム支援に取

り組んだことが高い就職率となった要因として挙げられます.

今後も、各地方公共団体や関係機関との連携を深め、障害者雇用の#進に取り組んでいきます´

【主なポイント】

C)新規求職申込件数 (「 1.障害者全体の職業紹介状況」参Ю
l,“7件で、前年度比 8.3%(前 年度 1,355件)の増加.
○就潮H牢欧 (「 1.障害者全体の職業紹介状況」参照)
田5件で、同 7■ %(前年度 826件 )の増加となり、2生連饉

=壺
圭量直主菫麺i

C)就職率 (就職件数メ新規求職申込件数)

∞.3%で全国平均螂.1%を大きく上回り、.6生塾疑二全国第 1上 ,

0障害種別 (「 2.障害者種別の職業紹介状況」参照)
就職件数全体に占める精神障害者の就職件数の割合が65.5%と 最も高い、平成23年 ,■までは身体

障害者の割合が最も大きかったが、その後は精神障害者の割合が最も大きくなつている。

O産業別 (「 3.産業別の就職状況」参照)
医療、福祉 (302件 )、 製造業 (‖ 9件 )、 卸売業、小売業 (107件 )、 サービス業 (92件)で就
職件数が多く、全体の70.1%を 占めている。

○規模別 (「 4.規模別の就職状況」参|「 )
19人以下の事業所で341件、50～299人の事業所で250件、300人以上の事業所では 291件 .

○職業別 (「 5 職業別の就職状況」参照)
生産工程・労務の職業(280件 )で就職件数が最も多く、サービスの職業と事務的職業を加えると今

体の73.8%を 占めている.

‐■●就職件数

― 新規求職申込件数

718 735 745

1,102,094

(件、人、ポイント)

(件 )

885

■4●7

941 908
849 857

648 659

819
750

826~[i

lШ

560 564

461

400  242 262 284 333 340

5,452Y
451 494

悛♂犠
子毬 キ t許犠 奪称́許 警驚

°√′′′′

2

発 表
25日 (本 )

同

月

働

６

労
ィ

取

日

鳥

令

新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数

平成16年度 461 △ 40 716 195 85

17年度 560 21.5 869 214 262 83

:8年度 07 74 284 84

19年度 633 12.2 1,021 94 333 173

20年度 718 134 990 △ 30 21

21年度 735 2.4 885 △ 10.6 384 129

22年度 14 742 △ 162 403 49

23年度 849 140 939 265 461 144

24年度 857 0.9 991 5.5 494 7.2

25年度 941 98 1,162 173 81

26年 度 908 △ 35 1,138 △ 2.: 3.4

27年度 1,021 124 1,096 △ 37 82

28年度 1,059 3.7 1,251 14.1 8.5

29年度 1,077 1_7 1,488 18_9 17

30年度 1.305 212 1,698 14.1 750 13.8

令和元年度 1.191 △ 8.7 1.819 7.1 92

2年度 1.102 △ 7_5 2.153 184 732 △ 10.6

3年度 1,094 △ 07 2,254 4.7 759 37

4年度 1.168 68 2.390 6_0 746 △ 17

5年度 1.355 16.0 2.580 7.9 826 107

6年度 1,467 8.3 2.273 △ 1■ 9 885 71

一
ω

2421

5641 e$l

3401

7451

5341

5521

s97l

6481

65el

81 9l



一
∞

新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数

平成16年度 292 △ 64 492 103 149 88

17年度 296 14 540 9.8 138 △ 7.4

18年度 306 34 543 06 137 △ 0.7

19年度 311 16 579 66 162 182

20年度 338 87 507 △ 124 148 △ 8.6

21年度 329 △ 27 40 △ 132 173 169

22年度 280 △ 14.9 353 △ 19.8 167 △ 3.5

23年度 315 :25 380 76 172 30

24年度 321 19 404 63 1フ0 △ 12

25年度 303 △ 56 443 9.フ 155 △ 8.8

26年度 249 △ 178 403 △ 9.0 139 △ 103

27年度 266 68 367 △ 89 149 72

28年度 247 △ 71 391 65 153 2_7

29年度 263 6.5 468 19.7 :51 △ 13

30年度 317 20.5 507 1478.3 △ 2.6

令和元年度 272 △ 142 559 103 171 163

2年度 234 △ 140 640 145 131 △ 23.4

3年度 225 △ 38 7.フ 119 △ 9.2

4年度 242 76 723 4.9 144 21.0

5年度 231 △ 45 776 73 103 △ 23.5

6年度 236 22 523 △ 32.6 119 155

2.障害者種別の職業紹介状況

(1)身体障害者

(就職件数及び新規求職申込件数の推移)

■■■就職件数

― 新規求職申込件数

338 329
2,o3。 6'11

315 321 303

266 247

149 138 137 162 tta
713 t'l 112 UO fs 139 149 153 151 147

ボイント)

P34225242231236

144131 119
ros 119

(件 )

(2)知的障害者

(就職件数及び新規求職申込件数の推移)

‐‐1就職件数

―←―新規求職申込件数

(件、人、ポイント)

(件 )

206 224212 206 192

149 139 14,3

「

鰤

Ⅷ

４００

『

ｍ

・０。

「

鰤

蜘

４００

珈

瀾

Ⅷ

168 168 170 159

sg 95 1os

181 188 182

126 114 117

173 171 177

144 137
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新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数

平成16年度 94 △ 138 134 314 57 △ 81

17年度 118 255 180 34.3 57 00

18年度 105 △ 110 189 50 61 70

19年度 135 286 210 11 1 78 279

20年 度 168 244 214 19 89 14.1

21年度 168 00 191 △ 10.7 95 67

22+E 170 12 144 △ 246 105 105

23年度 159 △ 65 192 333 104 △ 10

24年度 181 138 205 68 127 221

25年度 188 39 227 107 126 △ 08

26年度 182 △ 32 228 04 114 △ 95

27年度 212 165 203 △ 110 149 307

28年度 206 △ 28 237 167 117 215

29年度 192 △ 6.8 273 152 139 18.8

30年度 241 255 289 5.9 148 6.5

令和元年度 192 Z:ゝ 203 272 △ 59 166 122

2年度 173 △ 99 330 213 132 △ 205

3年度 171 △ 1.2 323 △ 2.1 140 6.1

4年度 177 35 315 △ 25 135 △ 3.6

5年度 206 i64 362 149 lZИ 6.7

6年度 224 8.7 321 △ 113 137 △ 49
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新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数

平成16年度 72 220 881 72.5 34 417

17年度 133 847 r43l 62.s 64 882

18年度 147 105 1e4l 35.7 79 234

19年度 172 170 21 8l 12.4 88 114

20年 度 201 169 2551 17.0 93 57

21年度 215 7.0 ?Jll a 7.1 101 86

22年度 267 242 2zol a 1.2 121 198

23年度 336 258 3341 5r.8 166 372

24年度 300 △ 107 3321 A 06 179 78

25年度 393 3■0 4351 3■0 224 251

26年度 419 66 450l 34 266 18.8

27年度 483 153 457l| 16 45

28年度 544 :26 5521 208 347 248

29年度 543 △ 02 6$l 183 324 △ 66

30年度 628 15.7 773l 18.4 412 272

令和元年度 599 △ 46 820l 61 415 07

2年度 530 △ 115 e58l 168 354 △ 14.7

3年度 550 38 l,o1ol 54 410 158

4年度 661 20.2 r,1881 r 7.6 421 2.7

5年度 790 195 r.260l 61 524 24.5

6年度 894 132 t,2961 29 580 107

(3)精神障害者

(就職件数及び新規求職申込件数の推移)

(件、人、ポイント) (4)その他の障害者

(就職件数及び新規求職申込件数の推移 )

■■■就職件数

― 新規求職申込件数

件 )

(件 )

894 １

岬

５０。

４００

１

和

・０。

■■■就職件数

― 新規求職申込件数

472 415 4lO 421

580

“

3

419

266 278

輿

“

- 324

524

267

212■ ,

133 147 172

88  93 1。 1 121

55  57  58  60  62

128 128 113

88

55 49

119

3   13
15  11  23 28  3,

』¬

役♂`キヤ讐ち
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新規求職申込件数 有効求職者数 就職件数

平成16年度
｀
ヽ 、

｀ヽヽ_`
ヽ

ヽ
ヽ
、

17年度 13 333.3 200.0 50.0

18年度 △ 538 167 :33.3

19年度 15 1500 14 100.0 △ 23.6

20年度 11 △ 267 14 00 10 1000

21年度 23 109.1 17 21.4 15 50.0

22年度 28 217 25 471 10 △ 33_3

23年度 39 393 33 32.0 19 90.0

24年度 調
・

410 50 515 18 △ 5.3

25年度 57 36 57 140 29 61.1

26年度 58 18 57 00 33 138

27年度 60 34 69 211 21 △ 36.4

28年度 62 3.3 71 2.9 31 476

29年度 79 274 94 324 45 452

30年度 119 50.6 129 372 43 △ 44

令和元年度 128 7.6 :68 30.2 67 558

2年度 165 289 225 339 115 716

3年度 148 △ 103 232 3.1 90 △ 21.7

4年度 88 △ 405 164 △ 293 46 △ 489

5年度 128 455 182 110 55 196

6年度 113 △ 117 133 △ 269 49 △ 10.9
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3.産業別の就職状況

建設業
その他の産業

教育・学習支援業
254牛 28%

211牛 24%

4.規模別の就職状況

5.職業別の就職状況

晨林漁業の職業
45{牛 51%

運輸業、郵便業

36イ牛41%
宿泊業、飲食サー

ビス業

40件 45%

公務・その他

551年 62%

92{牛 104%

販売の職業

62件 70%

専門的‐技術的職

業 71イ牛80%

卸売業

7o7l+ Lz.r%

保安の職業

10イ牛11%
建設・その

他の職業 44件

50%

農、林、漁業

20件 23%

●■ :1,,

134%

49人 以下
344警 3891

50～ 299人
250イ牛282%

生産工程携 務の

機業 2∞件 31.6%

サービスの職業

197件 223%



でう厚生労耐省

鳥取労働局 Press Release

鳥取県における令和6年『障害者の雇用状況」集計結果

― 実雇用率は 0.09ポイント上昇し2.56%一

鳥取労働局 (局長 平川 羅落)は、令和6年 6月 1日現在における身体障害者、知的障害者及び精
神障害者 (以下「障害者」という。)の雇用状況をとりまとめましたので公表します。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合 (以下
「法定雇用率」という。)以上の障害者を雇用することを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月 1日現在の障害者の雇用状況について、障害者の雇用義
務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。

【令和6年の結果等におけるポイント】

1 民間企業における雇用状況

O雇用されている障害者の数、実層用率 〔は 1(1)〕

① 一般の民間企業 (0.0人以上規模の企業 :法定雇用率25%)における障害者雇用数は1,665.0人 (実
人数 1,537人)で、前年より93.0人増加した (実人数は前年より110人増加)。
このうち、身体障害者は814_0人 (実人数 640人 )、 知的障害者は盤7_5人 (実人数464人)、 精神

障害者は4X.5人 (実人数433人)であった。
② 令和5年 6月 2日から令和 6年 6月 1日 までの1年間の新規雇用者数は 198.5人で、前年新規雇用者

数と比べ 39■ 人増加した。

③ 雇用率は、2.56%で前年より0."ポイント上昇した。
④ 法定雇用率達成企業 (316企業)の割合は61.1%で、前年より3.1ポイント減少した。

0産業別の状況 口申表1(2)〕
① 産業鮨|」の障害者雇用数は、医療,福祉で5210人 (前年差 32.0人増)、 製造業で 390■ 人(前年差 3.5
人増)、 卸売業,小売業で 2505人 (前年差 12.5人増)、 生活関連サービス業,I娯楽業で 8■ 5人 (前年
差40人減)、 サービス業で 119.0人 (前年差 12_0人増)となった。
② 雇用率は、生活関連サービス業,娯楽業で7.22%(前年差0.21ポイント増)、 医療,福祉で2.84%(前
年差 0_16ポイント増)、 サービス業で 3.∞%(前年差025ポイント増)、 運輸業,郵便業で2.36%(前
年差0.16ポイント増)となった。

③ 法定雇用率達成企業の割合は、生活関連サービス業,娯楽業で83.3%(前年度差 lQ 6ポイント増)、
サービス業で78.6%(前年度差0.9ポインい動、複合サービス事業で71.4%(前年度差47ポイント
増)医療,福祉で67.6%(前年度差 1.8ポイント減)となった。

Q鐘翻明日b状況 辟織 1(3)〕
① 企業規模別に見ると、雇用されている障害者の数は、400～ 1∞ 人未満規模企業で、491.0人 (前年差
500人増)、 1∞～3∞ 人未満で 608.0人 (前年差 40人減)、 3∞～5∞ 人未満で 2∞_5人 (前年差 2■ 0
人減)、 500～ 1,Ooo人未満で 296.5人 (前年差 7■ 0人増)、 1,000人以上で690人 (前年差 1_0人渕りと
なった。

② 実雇用率は、企業規模別で見ると0.0～ 1∞ 人未満規模企業で 2■7%(前年差0ポイント)、 1∞～3∞
人未満で2.42%(前年差007ポイント増)、 300～mO人未満で2.66%(前年差 0_01ポイント増)、 5∞
～1,∞0人未満で264%(前年差0.33ポイント増)、 1,0∞ 人以上で2.43%(前年差0ポイント)となっ
た

③ 法定雇用率達成企業の割合は、企業規模別で見ると0.0～ 100人未満規模企業で58.0%(前年差 3.6
ポイント減)、 100～300人未満で67.1%(前年差2.3ポイント減)、 300～5∞人未満で63.6%(前年差 1.1
ポイント増)、 5∞～1,∞0人未満で57.9%(前年差 1.6ポイント増)、 1,000人以上でm.o%(前年差 0
ポイント)となった。

0独立行政法人等の状況 〔樹陶購〕
独立行政法人等 (36.0人以上規模の法人 :法定雇用率2.8%)における実雇用率は、2_83%で前年よ
り0■3ポイント増加した。

担

　

　

当

職業対策課
課   長   三 澤 正 和
地方障害者雇用担当官

官 平 弘 治
■こ 0857-29-1708

表
日
発
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局
月
働
・２
労
年取柿

鳥
令

1 民間企業 (法定雇用率2.5%)における状況について
① 法定雇用率達成企業割合は61.1%となり、前年に比して3.1ポイント減少した。
なお、全国平均 (46.0%)を 15.1ポイント上回った。
② 障害者の実雇用率は2.56%と なり、前年に比して0."ポイント上昇した。
なお、全国平均 241%)を 0.15ポイント上回った。

2 地方公共団体等 (同 2.8%、 県・市町村の教育委員会は27%)における状況について
① 県の機関 (3機関)は、全ての機関で達成した。
② 県・市町村教育委員会は、全ての機関で達成した。
③ 市町村の機関 (27機関)は、2機関が未達成であった (11月 1日付けで1機関は達成)。
④ 独立行政法人等 (3機関)は、全ての機関で達成した

3 今‐後の対応について
① 公的機関は、民間企業に率先垂範して障害者雇用を推進すべき立場にあるため、未達成機関の長に対
し労働局幹部が指導を行い一部改善されたが、引き続き全機関が達成となるよう助言、指導を行う。
② 民間企業に対しては、ハローヮーク幹部等による個別指導を継続して実施するほ力、鳥取県、独立行
政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部等と連携したチーム支援等による援助、指導を積極的
に実施する。

一
ヽ



一
ヽ

□函□

2 地防::公共団体における泊口lu伏記兄

0県の機関における在鷹状況 颯購表2(1)〕
県の機関 (36_0人以上 :動 率 2.8%)における実雇用率は、3.35%で前年よりOЮ6ポイント上

昇した。

0県・市町村嗽宙委員会における在臓状況 (■括表2(3)〕

県・1詢刊教育委員会 (37.5メ以上 :法,む研〕率27%)の案雇用鋼ま、2.84%で前年より0.00ポイ
ント上昇した。

0市町村の機関における在職状況 申順議2(2)〕
市町村の機関 (36_0人以上 :法定雇用率28%)の実雇用率は、2_93%で前年より008ポイント上昇
した。

令和0年6月 1日現在における障害者の雇用状況

区 分 ②障害者のi漱 0実層用率 ④法定層月率壼成企蒸の数 ⑤迪成割合

鳥取県
06.:37'人

“

■02■ ′0
1.●|10人

"●
 ′

473) ( 642%)

全  国 ".:|""0人(27.523.6610′ 1、)

177.4(Dl.6人

(042,1700人 ) ( 233%) ( 54.239 / 100,202) ( o01,6)

2地方公共目体における在職状況
(lX日菫席摯0●Ⅸ餞菫■用旱

““

)

区 分 ②け害者の政 ③案雇用率 ④法
…

関の数 ⑤達成割合

.●取県
|コ膊,人
50160ノ υ 1665ノt)( ( 329%) 3/( 3) loo o,`)

全 国
( 309.503.0ノ )ヽ

11.un■ 人

( 10.627_6メ、) ( 2_90%) ( 152 / 163) 93.396)

ω 市町精0-定 層用串

“

%)

区 分
継定層
"障
害者薇の

tわ基礎となる労働者教 ②障害者
の数 O宴雇用率 ④決定雇用率達成輌関の1欧 ⑤違蔵割合

力取県
9.3175メ 、) (

"55人
) ( 215%) 26 / 27) ( 960%)

全 国
1,".1“ う人

1“3.735_5人 ) ( 35.6115人 ) ( 260%) 1910 / 2.460) ( 771%)

区 今
Э 決定層月障害者数の
n定の基礎となる駆 数 ② 障害者

の数 ③央層用率 ④決定雇用率違成機ゆ 薇 ⑤ 達成,サ合

.●取県
(5.1660人) 1420人 )( ( 271%) 2/( 2) 1000%)(

全 国
7“ln",人 17,7100人

( 234%) ( 0`′ 95) ( 074%)

区 分 ②障害者の数 ③実雇用率 ④決定雇用幸達成法人の数 0達成割合

●取県
躍風 0人

( 2,325人
'

“

0人 コ
"“( 270%) 1000%)

全  国
4,1烈
"■
人

( 407,3“ 5人 )

1■41■0人

( 12.3715人 ) ( 276%) ( 369) ( 805%)

注 1  1及 び 3の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者歓」とは、常用労働者総数
から除外率相当数 (対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める

業種について定められた率を桑して得た数)を除いた労働者数である。

2の各表の①欄の『法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数
及び除外率相当職員数 (旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た歓 )

を除いた職員数である。

各表の②個の「障害者の数 |と は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、
重度身体障害者及び三度知的障害者については、1人 を 2人に相当するものとしてダブルカウントを
行い、三度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、三度知的障

害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、 1人 を05人 に相当するものとして0.5カ ウ
ントとしている。
ただし、重度身体障害者、三度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者は、1人を1カ ウントし
ている。

法定雇用率27%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会で
ある。

( )内は、令和 6年 0月 1日 現在の数値である。
「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促過等に関する法律施行令別表第2の第 1号から第 8号
まで「地方独立行政法人等」とは、同令別表第2の第 9号及び第10号までの法人を指す。

特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者積の算定の基礎となる労働者数の変化等によ
り機関欽は変動する。

(法定■用率25%)
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一般の民間企業における障害者雇用状況の推移

障害者雇用率の推移
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注】:雇用●務のある企業 (平成24年 までは

“

人以上場姜.平成
"年
から,却ン9年 まではm人以上籠模.平成30年から令和 2年 ま

では45,人以上燎

“

、今和 3年 0・●全和5年までは43_5人 以上規

“

、今和 0年以藤は40人以上規模)1こ ついて
`,彙
針である.

注2: `饉書者の教」とは.よ に,1ソ る者の合計彙である.

●
　
嶽

菫

`t,1●

1,,, `″ ,●●●●,●ス●●●●,■ ,iら
`“

1■●
="`●

●●●

"ヽ
●
`●
●■,"Ⅲ ,,,′ |,

,■■■,`,(■ ,t,4●●●,●′′″,,´ ,ヽ 
…

●て
…

,■′′″,,ン ,,.■ 1●●●●.

〔却
ｅ
斎
Ｏ
（こ
こ

パ
≦
ミ
慶
Ｒ
梃
神
量

０

属
騒

０

嗅
『
０

□
目
□
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重と企墓規建別⊇屋用送温
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2地方公共団体等における在職状況
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◎ 法定雇用率とは
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民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の層用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合 (法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者 (精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。)である。

○ 民間企業
[

一般の民間企業 ………………………・ 2.
(40.0人以上規模の企業)

特殊法人等 ・……………………………・ 2.

「 労働者数36.0人以上規模の特殊法人、

ヒ独立行政法人、国立大学法人等

5%

8%

○ 国、地方公共団体 ……… 2_8%
(36_0人以上規模の機関)

O 都道府県等の教育委員会 ……
(37.5人以上規模の機関)

2.7%

※ ( )内は、それぞれの割合 (法定雇用率)に よって1人以上の障害者を雇用しなければならな
いこととなる企業等の規模である。

【一般民間企業における雇用率設定基準】

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数

十 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
障害者雇用率

常用労働者数 十 失業者数

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回
らない率をもって定めることとされている。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又
は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者 (■ 週間の所定労働時間が20時間以上30
時間未満の労働者)については、 1人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時
間労働者については、05人分としてカウントされる。
※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その1人 をもって1人分としてカウントさ
れる。

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者 (1週間の所定労働時間
が10時間以上20時間未満の労働者)については、0.5人分としてカウントされる。
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ハローワーク鳥取

経験や二一ズに応じた求人情報
の提供
シエア世代の方の採用に意欲的
な求人情報の提供

セミナーの実施

シエア世代の方の就職活動・

職業選択など、再就職に役立つ

セミナーの実施

サポートし春す

“　一
シ ,0J

生涯現役支援コーナーでは、
概ね60歳以上の方を対象に、就職支援・職業相談を行つています。
求人の探 し方 口求人検索の使い方から、応募書類の作成や今後の

働き方についてなど遠慮なくご相談ください。

求人情報の提供 お仕事の相談・紹介

0 担当者制による職業相談
・ 履歴書・職務経歴書の作成支援
・ 職業経験の振り返リロ自己分析
の支援

関係機関の情報提供

多様な就労形態に応じた関係
機関 (シルバー人材センターなど)
の情報提供

0

ハローワーク鳥取 (1階 )
生涯現役支援 コーナー

鳥取市富安 2丁目89
痙お 0857-23-2021(41#)
平日 8:30～ 17:15

′0

15
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ヽ
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E二上コ 支 援 窓

◎こんなことができます○

ノ履歴書や職務経歴書の作成支援

ノ面接への助言

ノ職業生活設計に係る相談・支援

ノ就労ニーズに合った求人情報の提供

・条件に合った求人が無い
0応募を検討しているが、詳しい企業の情報が知りたい など、
職業に関するあらゆる相談をお受けします

`

′

■
生涯現役支援窓口を利用希望の方は
総合案内までお申し出ください。

ヽ
｀

:

′

ハ |′｀

:

― ― ― ― ― ― ― ― ―

ハローワーク米子 (米子公共職業安定所)
8 0859(33)3911  生涯現役支援窓□

YHW070801
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生涯現役支援窓 □ を利 してみませんか
ロ
ロ
ロ
ロ

年金が減らされない

程度に働きたい

年齢に合つた仕事を

探したい

久しぶりの求職活動、

何から始めてよいか

不安がある

仕事の探し方がわらない

希望●条件に近い求人を―縮I=探します0そ:イメ■ジして
いる仕事をお聞かせください。また、月:=0回00歳以上の専
用求人をまとめた「シルバニチヤレンジ通信」を発行してい
ますので、ご活用ください.

1探し方・週び方
仕事の

生
涯
現
役
窓

口
支
援
窓

口
で
出
来
る
事

応募・遇考
について

『仕事の内容のイメージがつかない部分がある」等で応募を
迷うことはありませんか?会社に対し仕事内春の詳細を確
認したり、見学をお願いすることもできます。気になつている
ことをお聞かせください。

いつ事でにお撃ⅢⅢいか●何藤事1嘲

"き

たいか等
●く彙件についてお日かせください:■‐

=|そ
■■Ⅲ

…

ます6.

応募を迷つている

(内容・条件等)

どんな仕事を探したい

か決まつていない

颯験した仕事がよしヽ新しいことにチヤレシジしたい、お休
みや時間♯:彙件1■合う仕事を採したい●“

:群摯蹴雪FI)■7やすヤ|||=

晟歴書の書き方

イメージしている求人

が見つからない

「経験を活かせる仕事を探したい」「OOな」仕事があるって
聞いたけど求人が見つからない」等、働くイメージはできて
いるが、求人が見つからないことありませんか?求人を採
すだけでなく、経験をどう活かすかについても一緒に考えま
す.

職務経歴書の書き方

面接のマナー

応募したい求人がない



ロ

ロ

ロ

。お仕事採しに目する様々な相麟をすることができます。お気軽にご相餞ください。

◇担当者倒による日別相談 ◇求人情報の提供 ◇応募書類の添削 ◇面捜支援など

わかもの支援コーナー

コ 」垂L工鍾 』型l」壺]理主2劃幽 L旦

`L趣
ムエ_聖堕]

生坐童ニェ量員直職渚:と_除く:L`2左へ適正検査、就

職後のフォローアップ等充実した支援を行いま

す。

生涯現役支援コーナー

型墜L幽[[_」れ 生上⊇立笙ΞIz」堕ヒ≧左の就労支援を行

います。

また、年金受給等を含めた職業生活設計に係る相談

も行います。

職 業 ‖ 練 (ハロー トレーニ ン グ )憲ロ

生望⊇立壁塞重のと金に技l能笠≧直めると里至塑

る場全にご相談ください。

訓練コースのご案内、申込受付、訓練受講中や終

了後も就職支援を訓練機関とともに行います。

35歳からの就職サポートコーナー
(‖職水河期・ミドル世代専門憲口 )

二量」邑三些2菫左整≧壺望主登盤墜生旦旦亘題以=LttgL虚 |

2工2左≦k二社量屋週⊆壁全|三墓_菫れ生墾2L左ヘ

伴走型個別支援を行います。

就職支援サービスコーナー

医堕壼福祉ェ董郵ヒ壼勤 」ゝ窒盤全壁全のユ盤生企

望する方への支援を行います。

職場見学や関連機関と協力し、セミナーや相談会

等も実施します。

専門相談部門 (2F)

匡塾型2上∠:左L_五星豊量生空菫量三趣2左週理笙ll

就職から職場定着に関する様々な

相談 。支援を行います。

年以内の方などの

マザーズコーナー (2F)

二宣二≧L生墾壁塑睦壼望菫璽逆壼遜量整室

庭の両立を目指す方の支援を行います。

キッズスペースや授乳スペース、ベビーベッドを備

えており、保育士 (9:00～ 16:00、 月 15日 )も待

機しています。

早期就職支援コーナー (3F)

主に生屋里保険受釜資格のある左向けのコーナ

ーです。

早期 (概ね3ヶ月以内)の再就職を目指し、担

当者制で自己理解から求人の選定、応募書類の作

成までトータルに支援を行います。

R7.7
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☆皆様|を支援さ世ていただく専間のコdナコがご
|き
います。



35歳からの就職サポートコー十T
(就職ホ河期・ミド″L世代専門窓口)

正社員での就職を希望する概ね 35歳以上59歳以下の方で以下のい重担L主あてはまる方
○直近 1年間に正社員として雇用されていない方

○安定した就労の経験が少ない方

(例として下記の状況の方)

・ 直近 5年間に正社員としての雇用期間が 1年以下
・非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就職後の就労期間が短いまたは就労経験がない
。臨時的・短期的な就業を繰り返すなどの不安定就労期間が長い

※伴走型{固別支援の実施に同意いただける方

利用対象の方

日

刷

○担当者制を基本とした支援チームによる伴走型1固別支援 (原則 3ヶ月間。(固別支援計画に基づ<
計画的支援)

【伴走型{固別支援の例】

・ キャリアコンサルティング、生活設計の相談

・ G∧丁B(一般職業適性検査)等を利用した自己理解支援
・職業相談、職業紹介

・就職氷河期・ ミドル世代を対象とした求人開拓および職業紹介

・ハロートレーニング (職業訓練)の情報提供
0各種セミナーのご案内

・ 就職後の職場定着支援  など

支援メニュ■

ハローワーク鳥取 (鳥取公共職業安定所)

電話 :0857-23-2021 部門コード41#)
鳥取市富安 2丁目89

35歳からの就職サポートコーナー

(就職氷河期・ミドル世代専門窓□)

(令和7年 4月 1日作成)
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令和7年 10月 4日 (土 )から
鳥取県の最低賃金は

．静
群
・苗)  .

hトャ

プ
″」L だ|なグ質すノ

」EliEE」麿塁」iL」ヒ量1昼ヱ塑[望」巨L宣菫l二至ゞ【lΩ」五」塾]皇:コ週」重■_

> 最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、
労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の
公正な競争の確保とともに、国民経済の健全な発展に
寄与することを目的としています。

鳥取県・鳥取労働局から県内企業の皆さまへの大切なお知らせです

■
感

JJ

県又は国の制度を申請する場合、

1′030円未満の賃金は10月 3日
までに引上げが必要です

uF

物価高騰の長期化等による厳しい経営環境が続く中でも、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者の生産性
向上、販路開拓、人材育成等にかかる費用の一部を支援します。

偲D ―般型 届ヨ1 500万円
0大脚
長団11′500万円

■圃腱調■
。令和5年 10月以降の連続する3か月を比較して3'X5
(大規模成長投資型は5ワb)以上の賃金を引き上ι彙,こと
・パートナーシップ構築宣言を行うこと 他

認定時期
一般型 :随時 大規模成長投資型 :申請日の翌月の下旬

「
コ
Ｆ
卜
』

事業場内で最も低い賃金 (事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投
資等を行つた場合、設備投資等の費用の一部を助成

※その他にも、「賃上げ」支援助威金パツケ…ジとして、賃金引上げを支援する各種制度があります。

制度概要

■

中
L
■,

事業場内最低賃金の

30円以上の引上げ計画
設備投資等の計画
機械設備導入、コンサル
テイング、人材育成等

鳥取県0国では企業の賃金アップの取組を支援します。
(一定の要件があります。詳細はお問い合わせください)

持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金

業務改善助成金

厚生労働省鳥取労働局賃金室 口|:0857‐ 29… 1705
● 墜墨1登改善助威金1二ついて

欝自1努改姜朝脱裁金:コ…ルセンタ…   13:0120-366‐440
」  壁:壺続:壺:」:主11董:重:」:庄:二:」:菫型:亜:■上:二:重i三」屋i旦1塁:≧』週二:2!墨 .K:
鳥取県商工労働部 企業支援課  ● :0857‐ 26‐7988

【お問合せ先】
●「量低賃金」工
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【最低賃金について】

鼈
鳥取労働局HP
R7.9月発行

■

・ ・ 1

「

引上げ人数及び賃上額により

助成率3/4´V4/5
助威額 30～600万円

みんなの働く環境
賃



最低賃金・賃金引上げに向けた
中小企業・小規模事業者への支援施策
1.賃金引上酬こ関する支援

問い合わせ先

・業務改善助成金コールセンター

0120-366-440(平日 9:00～ 17:00)
・都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )

事業場内で最も低い時間給 (事業場内最低賃金)を一定額以
上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等 (機械設備の導入、

人材育成・教育訓練や国家資格者によるコンサルティング)を
行う中小企業・小規模事業者に、その設備投資等に要した費用

の一部を助成する制度です。一定の要件を満たすと、助成上限

額・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわ

ゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進す

るため、正社員転換、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施

した事業主に対して助成します。なお、キヤリアアップ助成

金については、徹底が求められている同一労働同一賃金に取

り組む際やいわゆる「年収の壁」を意識した働き方への対応

に取り組む際にも活用することができます。

問い合わせ先               回]U童回
。日本政策金融公庫             11幽 ]飢薇
0120-154-505                 :::]1:Iii]

事業場内で最も低い賃金 (事業場内最低賃金)の引上げに
取り組む中小企業・小規模事業者に対して、設備資金や運転

資金を低金利で融資します。

問い合わせ先

・都道府県労働局又は八□―ワーク

問い合わせ先
。中小企業税制サポー トセンター

03-6281-9821

(平日 9:30～ 12:00、 13:00～ 17:00)

問い合わせ先

・中小企業税制サポー トセンター

傲

輻

絣

Qフ属集2働膚

∈確>

鶉

翻

顆

青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満

たした上で賃金引上げを行つた場合、その増加額の―定割合を

法人税額 (個人事業主は所得税額)から控除できる制度です。

2.生産性向上に関する支援

問い合わせ先

<先端設備等導入計画の作成等について>
・先端設備等の導入先の市区町村

<税制について>
・中小企業税制サポー トセンター

03-6281-9821(平 圧19:30～ 12:00、  13:00～ 17:00)

中小企業等経営強化法に基づき、市町村から認定を受けた

「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に対して、地

方税法において償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じ

ることで、設備投資による生産性向上や賃上げに取り組む事

業者を後押しします。

問い合わせ先

・中小企業税制サポー トセンター

03-6281-9821
(TE 9:30-12:00. 13:00-17:00) EI
中小企業等経営強化法に基づいて、経営力向上計画を作成

し、主務大臣の認定を受け、計画に記載されている一定の設

備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却ま

たは取得価額の 10%(資本金 3′000万円超 1億円以下の法
人はフ%)の税額控除を選択適用することができます。

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に関する取組を

支援します。事業者は事業分野指針等に沿つて「経営力向上計

画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定された

事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

問い合わせ先
。中小企業省力化投資補助事業コールセンター

0570-099-660(9:30～ 17:30′/月 曜～金曜
(土・日・祝日除く))

人手不足に悩む中小企業等に対して、カタログから選ぶよう

に簡易で即効性ある省力化投資を支援する「カタログ注文型」

と、事業内容に合わせて多様な設備やシステムが導入できる
「一般型」により、省力化投資を後押しします。

①業務改善助成金 ②キヤリアアップ助成金

③中小企業向け賃上げ促進税制 ④ 企 業 活 力 強 化 貸 付 (働き方改革推進支援資金)
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問い合わせ先 中小企業成長加速化補助金事務局  0570-07-4153、 03-4446-4307(IP電 話等からのお問い合わせ )
賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果が大きい売上高 100億円超
を目指して行う大胆な投資を支援します。 轟

(経営力向上計画)



⑩ものづくり,商業・サービス生産性向
上促進補助金
問い合わせ先

。ものづくり補助金事務局サポー トセンター

050-3821-7013(10:00～ 17:00 土日本兄
日及び 12/29～ 1/3を除く)

問い含わせ先

く商工会の管轄地域で事業を営む方>
・商工会地区事務局 問合せ先は ∪RL参照
htps://www,jizokukanb.com/jizokuka_r6h/

<商工会議所の管轄地域で事業を営む方>
。商工会議所地区事務局 03-6634-9307
htps://r6.jizokukahoJOkin.info/

小規模事業者が経営計画を作成し、その計

画に沿つて行う販路開拓等の取組を支援しま

す。

轍

靱

鐵

鯰

蠅
商工会地区

商工会議所
地区

中小企業・小規模事業者等の生産性向上に資する革新的

な新製品 。新サービスの開発や、海外需要開拓等を行う事業

のために必要な設備投資・システム構築等を支援します。

問い合わせ先

・サービス等生産 1生向上Ⅱ導入支援事業事務局

0570-666-376

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的と

して、業務効率化や D× 等に向けた I丁 ツール (ソフトウェ

ア、アプリ、サービス等)の導入を支援します。

3.下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援

問い合わせ先

・中ノ」ヽ企業庁取引課1 03-3501-1669

轟 鯰
問い合わせ先

・事業承継・M&A補助金事務局 050-3145-3812

問い合わせ先

・中′」ヽ企業庁月l又弓1言果 03-3501-1669

事業承継前の設備投資等に係る取組、M&A時 の専門家活用
(仲介・フィナンシャルア ドバイザー等)の取組、M&A後の PMI
に係る専門家活用や設備投資の取組、事業承継時に伴う廃業費

用等を支援します。
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親事業者と下請事業者との望ましい取引関係を構築する

ために、業種別の下請適正取引等の推進のためのガイ ドラ

イン (下請ガイ ドライン)を策定しています。

問い合わせ先

・公正取引委員会事務総局経済取引局取引部

企業取引課 優越的地位濫用未然防止対策
調査室  03-3581-3378

労務費の上昇を取引価格に適切に転嫁 し、中小企業が賃

上げの原資を確保できるようにするため、発注差・受注者が

とるべき行動指針・取組事例をまとめています。

問い合わせ先

<「宣言」の内容について>
・中」ヽ:企業船 画課1 03-3501-1765
<「宣言」の提出 。掲載について>
(公財)全国中小企業振興機関協会
03-5541-6688

下請中小企業振興法における「振興基準」を遵守することを

明記し宣言することで、発注者側による受注者側への「取引条

件のしわ寄せ」防止を促し、下請取引の適正化を後押ししてい

ます。また、宣言した企業の取組を「見える化」するため、「宣

言」をポータルサイ トに掲載しています。

器

靱
「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、最

低賃金額の改定に伴う契約金額の見直しについて定めていま

す。

ガイドライン
⑭下請適正取引

⑮労務質の道切な棒崎のための価格交
渉に関する指針

⑫官公需法に基づく「中小企業者に関す
る国等の契約の基本方針」

り官公需情報ポータルサイト
問い合わせ先 中小企業庁取引課 03-3501-1669

生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の省力化を行う中小企業・小規模事

業者等の設備投資等の経費の一部を支援します。 欄

⑫サ■ビス等生産性向上 IT導入支援 Q轟窟願爾顧趙靱郡鞣

⑮パートナーシップ構築宣言



⑩セーフテイネット貸付制度

4.資金繰りに関する支援

問い合わせ先
。日本政策金融公庫 (日本公庫 )

0120-154-505
・沖縄振興開発金融公庫 (沖縄公庫 )

098-941-1795

問い合わせ先

・都道府県労働局又は八□―ワーク

問い合わせ先

・都道府県労働局又は八□―ワーク

一時的に売上減少等業況が悪化しているが、中長期的に

は回復が見込まれる中小企業 。小規模事業者の皆様は融資

を受けることができます。

5.その他、雇用 (人材育成)に関する支援

小規模事業者に対して、経営改善のための資金を無担保・無

保証人・低金利で融資します。

問い合わせ先
・事業所の所在する地区の商工会・商工会議所
。日本政策金融公庫 (沖縄振興開発金融公庫)の本
支店

問い合わせ先
。都道府県労働局又は八日―ワーク

問い合わせ先
。都道府県労働局又はハローワーク

問い合わせ先

・都道府県労働局又は八日―ワーク

雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設置 。整備

し、その地域に居住する求職者等を雇い入れた事業主に助

成します。

事業主や事業協同組合等が、魅力ある職場づくりのために、

労働環境の向上等の取組により従業員の職場定着の促進等を

図つた場合に助成します。

雇用管理制度・雇用環境整備助成コース、テレワークコース :

5%以上の賃上げを行つた場合は支給額に加算されます。

蝠

晰

靱

蠅

鶉

蝠

躙

従業員に対して計画に沿つて訓練を実施 した場合や、教

育訓練休暇等制度を導入し、その制度を従業員に適用した

場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の―部などを助成し

ます。

問い合わせ先

・都道府県労働局又は八□―ワーク

八□―ワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世

代を含む中高年層など (就職困難者等)を継続して雇用する

事業主に助成 (30万円～240万円)する特定求職者雇用開
発助成金について、これら就職困難者等を就労経験のない

職種で雇い入れ、①成長分野 (デジタル、グリーン)の業務
に従事する労働者の雇入れ、②人材育成 (人材開発支援助成

金の活用)及び雇入れから 3年以内に 5%賃上げのいずれ
かを実施した場合、1.5倍の助成金を支給します。

中小建設事業主等が建設労働者の雇用の改善、技能の向上等の

目縣凰を行う場合に、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金、

トライアル雇用助成金の一部コースで助成を行います。

回1田剛鵬ロ
慶閣秘贅辟函

雇入れ支援コ→々辱礫規模の籠」媚 しイ乳 灘酬を余
額 罰 聞

儀なくされる労働者を早期に無糎 贖 融 れ 雇入れ  醐 覇 翻
前と上騨交して5%b以上賃上|げした場合1こ助成しま

.す

°   中途採用拡大コース
中途採用拡大コース :[村自::剰零者の雇用`ヨ|]請1嵯:を整備した上で、中

雇入れ支援コース

途採用率を一定以上拡大させた場合及ひ中途採用率を一定以上拡大さ

せ、そのうち45歳以上の者で一定以_日1店たさせ、かっ当該45歳じ災上の
者全員を雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場創こ助成します。

⑩小規模事業者経営改善資金融資制度
(マル経融資 )

:青威コ■ス)

④早期再就職支麟磐助繊壼
催入れ支援コ1彙講準

‐
島鰯轟通■ス)



問い合わせ先

・都道府県労働局又は八□―ワーク

在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰

後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた場合
に助成 (上限額 8′ 635円/1人 1日あたり (1事業
主あたり 1′ 000万円))します。

6.相談窓口

問い合わせ先

・各都道府県のよろず支援拠点

中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課題

に無料で相談対応するワンス トップ窓国として、各都

道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。

問い合わせ先

・全国の働き方改革推進支援センター

全国 47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援
センター」では、中小企業・小規模事業者の皆さまの働き方

改革の取組を支援することを目的として、労務管理等の専門

家が無料で、時間外労働の上限規制や同一労働同―賃金、賃

金引上げ、その他働き方改革を広く支援する取組に関する個

別相談やコンサルテイングを実施しています。ぜひご活用く

ださい。

問い合わせ先
。都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )

労働時間削減や年次有給休暇等の取得促進、勤務間イ

ンターバルの導入に向けた環境整備を目的として、外部

専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導

入等を実施した場合にコースに応じた上限額を助成 しま

す。賃上げ額 (3%～ フ%以上)に応じて助成上限額の
加算もあります。

晰

回鮎回

翻 財
中小企業・小規模事業者の皆さんが抱える取引上の悩み相

談を受け付けております。問題解決に向けて、相談員や弁護

士がアドバイスを行います。

問い合わせ先

・ミラサポ plusコ ールセンター

050-5370-4340 鱚
中小企業・小規模事業者の皆さまを対象とした様々な支援

施策 (制度)をより「使つてもらう」ことを目指した中小企
業・小規模事業者向け補助金・総合支援サイ トです。支援制

度等の活用事例を簡単に検索でき、電子申請までサポー トし

ます。

各都道府県労働局の問い合わせ先

絣厚生労働省 HP 者F道府県労働局 (労働基準監督署、公共職業安定所 )所在地一覧
htpSi//WWW.mhlW.90.〕 p/kOuSeiroudoushou/ShOZalanna1/rOudoukyOku/index.html

厚生労働省では、事業主の皆さまの賃上げを支援しています

厚生労働省  「賃上げ」支援助成金パッケージのご紹介はこちらをチェック
htps://www.mhiw.9o.jp/stF/seisakunitsuite/bunya/package_00007.htrn! 靱

④よろず支援拠点 ⑩下請かけこみ寺

①働き方改革推進支援センター
⑫中小企業向け補助金・総合支援サイト
「ミラサポ plus」

(R7.6)

(スキルアツプ支援コ■ス)
囲亜翌亜正ヨ夏玉墓憂H翻

問い合わせ先

・ (公財)全国中小企業振興機関協会
。各都道府県の下請かけこみ寺

0120‐418-618



事業主の皆さまヘ
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厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

の支援策

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。

磁輻躙鰈腑 ■腱 7年 9周 か ら制度 を拡充 !

‐■ ‐`|~1■■研■1 :幕業場内最低賃金額が「改定後の地 1‐
'別
最低賃金額未満まで」に拡充

・―■ Ii1 1■ :=:E'T目 の前日までに賃金引上げを実施していれ |よ 、賃金引上け計画の事前提出 |ま不要

衡ロロD 賃上げ +設備投資
・ 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資す
る計画の作成が必要
・ 中小企業が利用可能
0助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数
等によって決定
・交付決定を受けた後に設備投資等を行う

30円コース

45円コース

60円コース

90円コース

30～ 130万円

45～ 180万円

60～ 300万円

90～ 600万円

キ ャ リ ア ア ツ プ 助 成 金 (賃金規定等改定コース )

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げが対象です。

iti 11.111
中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場
合、65万円が支給されます。

(資詈調日□|い 非正規雇用労働者の賃上げ

0賃金規定等の増額改定に関するキヤリアアッ

3%以上4%未満の場合  4万 円(2.6万円)  
。7]l塁翼tぞX菫lξちらも利用可能

4%以上5%未満の場合  5万 円(3.3万円)   ・原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃
5%以上6%未満の場合  6.5万円(4.3万円)  .表 1話 ;:1冤:]ifr15:鼻 IFI署1:昌 した場合、昇給
6%以上の場合    7万 円(4.6万円)    制度を新たに規定した場合は助成額を加算

(※ )括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。]年度1事 業所あたりの支給申請上限人数は100人 。

働き方改革推進支援助成金

:■■
'■
|::II「喘|1油 や■ )欠有総体暇の取得促進等に取 り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン

サルテイング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。
~=i=T建

設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外。休日労働時間数の上限を
:」lill 引き下げた場合等に、設備投資等にかかつた費用に対し最大25～ 550万円が助成されます。

衡罰日D 労働時間削減等の取組(賃上げ)+設備投資等
・労働時間削減等の取組計画の作成が必要
。中小企業や中小企業が属する団体が利用可能
・ 助成額は、成果目標の達成、賃金の引上げ額、
賃金を引き上げた労働者数等により決定
・交付決定を受けた後に設備投資等を行う

(※ 1)建設業の場合
(※ 2)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
(※ 3)別 途団体向けのコースあり(助成上限額1,000万 円 )

業種別課題対応コース(※ 1)

労働時間矢島縮・年休促進支援コース

25～
550万ョ

25～
200ァ弄∃

50～
120万円

6～

360万円
(※2)

賃上げコース区分 助成上限額

非正規雇用労働者の

賃上げ率の区分
助成額
(1人当たり)

助成上限額

基本  賃上げ
部分   加算

コース区分

勤務間インターバル導入コース



人材開発支援助成金

職務に関連した肇門的な知識及び技能 を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練

経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

,I“ _「 中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練 (※ 1)(訓練経費10万円)を受講させ、
£二
=土
訓練終了後、訓練受講者の賃上げ(※ 2)を行つた場合、7万円が支給されます。
※1人材育成支援コース(人材育成訓練)の場合
※25%以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い3%以上賃金を上昇させた場合

衡コロD(賽謂犠あ弔尚口種)
①賃金助成額   雷鸞薫ユ01質兒電プ       ・ 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働υVυ口‐lυ VV口

         局への提出が必要。計画に沿つて訓練を実施し
訓練経費の45%～ 100%        た

`麦

、申言青
②経費助成率   ※製度翌入Iジ鱒助成の場合は、   . 16‐ 蒔間以1上のOFF― JTによる訓練等が対象∠4カ間・50カ問        。 中小企業、大企業どちらも利用可能
③OJT実施助成額 1全婚言で

'ξ

男円          
助成額は、訓練内容、企業規模により決定

※訓練コース・メニューによつて上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります(①～③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。)。

人 ホオ確 イ呆 等 支 援 助 成 金 (雇用管理制度。雇用環境整備助成コース )

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等 (賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、

職場活性化制度、健康づくり制度)の導入や雇用環境の整備 (従業員の作業負担を軽減する機器等の

導入)により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。

=:百
三T 複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ(5%以上 )を行つた場合、′
■1主工上 最大287.5万円が支給されます。

優罰日D
①賃金規定制度          

「
ハ__

②諸手当等制度         /7X生 里、    ・雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する
③人事評価制度         牛ヽυ刀日ノ    機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下

へ .ヾMヨ田

④職場活
歩1鼎
度        /ζ R理軍ヽ    .篇 箭Ъ 小企業、大企業どちらも利用可能(※ )Ψに尿 ノヽ フ印り反        こヽυ刀日ノ    。助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定

⑥作業負担を軽減する機器等  導入鷲言2,、2.5%  .対象労働者の賃上げ(5%以上)で、助成額を加算
(※ 1)括弧内の金額は、賃上げを行つた場合以外の助成額又は助成率。          (※

)賃金規定制度は中小企業のみ利用可能

(※ 2)①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万 円(80万 円 )。 ⑥を導入した場合の上限額は187.5万 円(150万 円 )。

雇用管理改善の取り組み
(賃上げ加算 )

より高い処遇への労働移動等への支援

特定求職者雇用開発助成金 (成長分野等人材確保。育成コース )
・ ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など(就職困難者等 )を
継続して雇用する事業主に助成 (30万 円～240万円 )
・ これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野 (デジタル、グリーン)の業務に
従事する労働者の雇入れ、②人材育成 (人材開発支援助成金の活用)及び雇入れから3年以内に5%
賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給

早期再就職支援等助成金 (雇入れ支援コース、中途採用拡大コース )

・ 雇入れ支援コース :事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇
入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。
・ 中途採用拡大コース:中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ
た場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当
該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金 (ス キルアップ支援コース )
。 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた
場合に助成 (上限額8,870円 /1人 1日 あたり(1事業主あたり1,000万円))し ます。

匡F支援策の詳細はHPをチェック
1ビ笠労使1省HP        .'■ 1,,ヽ : _イ ,w.mhiW.90.'plStfヽ eiSaKu
「員■
~1痰
機鋤成金パソ′,一ジ 1)1[じ し|lle t)t,n ya′ OaCKagC()0007 ntinl

厚生労働省
ひと,くらし.みらい0ために

区分 (※ )  賃上げした場合の助成率。額

区分

祠 (R7.10) 0 Mintiryof H● 31th.Labo● rand W● :fare

助成額 (※ 1,2)



業務改善助成金の申請状況について

―――― 令和7年度

“ローー 令和6年度

7
1

※責色塗りつぶし部分は申請の多い
業種・規模の企業

業種別 。規模別申請状況 (令和7年 10月末現在)

業務改善助成金申請件数の推移

件数

140

120

1()0

"

∞

40

20

0

申請件数

R6年度 交付申請件数 228※

R6年度 交付決定額 296,600千 円

14

4,1 5月 6月 8月 911 10弓 12′―: 1ナ」ヽ

業種

企業規模

(人 )

M.宿泊
業・飲食

サービス業

E.製造業

N.生活関

連サービス

業・娯楽業

P 医療

福祉

|.卸売

業・小売業
D.建設業

A 農業

林業

R.サ ービス

業・他に分類

されないもの

サービス業

L.学術研
究・専門・

技術サービ

ス業

教育

学習支援業

G.情報通
信業

K.不動産

業・物品質

貸業

B.漁業
Q.複合
サービス事

業

計

1～ 10 18 69
《全体》に占める割合 20.6% 26.1% 23.5% 23.7% 40.996 77.8% 81.8% 100.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.096 0.096 37.9%

11～ 30 13 12 59
38.2% 39.1% 47.1% 31.6% 22.7% 22.2% 18.2% 0.0% 60.0% 50.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 32.4%

31～ 50 11 19
20.6% 0.096 0.0% 28.9% 4.5% 0.096 0.0% 0.096 0.096 0.096 0.0% 0.0% 0.0% 0.096 10.4%

51～ 100 19
14.7% 17.4% 5.9% 7.9% 18.2% 0.0% 0.0% 0.096 0.0% 50.0% 0.0,6 0.0% 0.0% 100.0% 10.4%

101～ 200 10
″ 2.9% 0.096 23.5% 7.996 9.1% 0.096 0.0% 0.096 0.0% 0.096 0.0% 0.096 0.0% 0.0% 5.5%
201～

2.996 17.4% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.096 0.0% 0.0% 0.0% 0.096 0.0% 0.096 0.0% 3.3%

《全:体》 34 23 17 38 22 22 182

全産業に占める割合 18.7% 12.6% 9.3% 20.996 12.1% 4.9% 12.1% 2.7% 2.7% 1.1% 0.5% 1.1% 0.596 0.5%

月 令和7年度 令和6年度

4月

5月

6月 12

7月

8月 14 15

9月 103 137

10月 39 23

11月 ヽ
ヽ
ヽ

12月 ヽ
1月 ～ ヽ
計 182 228

7ナ〕 111」

※うち R7年度に繰 り越 しとなったものは44件



F)厚生労働省

鳥取労働局

2025年 10月 4日から最低賃金はゴagar7
賃金引上げに きる

■■■■肋成金ゼ

=

C)9月 12日 (金)10:00～ 11:00② 9月 16日 (火)10:00～ 11:00

③ 9月 18日 (木)15:00～ 16:00④ 9月 24日 (水)16:00～ 17:00

O彙務改薔助威金の概要について ■劇費■H_トォフィ測口】
多″′ ″″|″麟|″層

'夕
″のノθのデイントロ鵬田暉田鵬・■島■】

0持颯的な経営力向上・賃上げ事摯書支■情助金について
…

:】

C)キャリアアップ助咸金 (社会保薇■口

…

コース)についてm取鯛■■朧曖雲】

(1)団体 0企業名

(2)運緒先電語番号

(3)受鷹希望番号(上記の開催日時①～④)
を電子メ…ル(lo_tt⊇ El重狙o止」」ettfΩ [堕 .n_et)まで送信してください。

【オンラインセミナーについて】
□WEB会ロシステム「Z00M」を使用します。1回の定員は80名です。
ロセミナーの受講は無料ですが、通信■はセミナー●加者のご負担になります。
日送唐メ…ル●によるドメイン指定されている方は、あらかじめ当方のドメイン

“

壼orktttyLreform.net」を受信
できるよう設定を変更してください。メ…ルにてセミナー●加に必口摯囲幽出国靴脇日―・ドロ,セご運縮します.
日①～④についてすべて饉日で対応します.ご買間などございまじ押翼T冒口い合わせ】までご連綺ください。

「

１

日

目

―

‥

日

―

―

―

.   ・ … … … …… … r… ・… … … … …・・Ⅲ… … … … … … … ・,薦 … … … … … … … … … … … … ″
′"孵 … 譲

鰤 i餞鰊鰈 黎 魃      .劉 1篤期 J認鍵摯
各セミナーの開催日の前日までに                    ↓↓↓

21

５
ヽ

閥■■ロ

● ・
′●
=:ヽ

【お問合わせ。お申込み】
働き方改革サポートオフィス鳥取
1=600‐ 0845

■取鵬轟取市富費1丁目152 SGビ ル4F
,  フリーダイヤル:0800‐ 200-3205

.1:1曽 80857‐ 30‐ 0350 ′〆FAX:0857‐ 30‐ 0351. 1摯
手メール:

‐  'I'■■~市
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～働き方改革や労務管理についても
お気軽に、ご相談ください～

●働き方改革って?
●時間外労働の上限規制は
●年次有給休暇の取得促進は
●同一労働同一賃金とは
●活用可能な助成金は  など



鳥取県の最低賃金

地域別最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日

鳥取県最低賃金 1030円 令和7年 10月 4日

「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内
の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

ほお、下表の産業に該当する事業場で働<労働者には、それぞれの「特定 (産業別)最低賃金」
が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
1 18歳未満又は 65歳以上の者
2 雇入れ後 6月未満の者であつて、技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手
作業により又は手工具若し<は小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰
め」の業務に主として従事する者

※ 地域別最低賃金と特定 (産業別)最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働
者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

特定 (産業別)最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日

鳥取県電子部品 0デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

963円 令和 6年 12月 19日

鳥 取 県 各 種 商 品 小 売 業 最 低 賃 金 902円 令和 5年 12月 15日

●社内の最低賃金の引上げをご検討の事業者の方へ「業務改善助成金」を利用しましょう!
業務改善助成金コールセンター      L0120-366-440

●経営面・労働面の相談をワンストップで行います。(相談は無料)
働き方改革サポートオフィス鳥取     L0800-200-3295

ヽ

(ミ:ク

詳細については、鳥取労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
鳥取労働層労働基準部賃金室 TEL0857-29-1705  鳥取労働基準監督署 ¬EL0857-24-3211
米子労働基準監督署 ¬EL0 8 5 9-34-2231  倉吉労働基準監督署 ¬EL0858-22-6274
鳥取労働局ホームページURL  L堕 S」 SiLmhlw.go.ip/tottori― roudoukvOku/
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最低賃金との比較方法 (計算方法)について

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当    ② 臨時|こ支払われる賃金
③ l月を超える期間ごとに支払われる賃金 ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

ヽ
―
―
―
ノ
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※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。

賃金引上げ・就業環境整備をご検討の事業主の皆様ヘ

■ 賃金引上げ特設ページを開段
賃金引上げを実施した企業の取組事例や賃金引上げに向けた政府の支援方法などの

賃金引上げのために参考となる情報を掲載しています。

賃金支給方法 最低賃金との比較方法 (計算方法 )

①時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額

②日給制の場合 日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

③月給制の場合
月給 ÷ 1年間における 1か月平均所定労働時間

≧ 最低賃金額

④出来高給 (請負給)
の場合

賃金算定期間 (賃金締切期間)に支払われた総額 ÷ その期間
に出来高制によつて労働した総労働時間 ≧ 最低賃金額

①～④が混在 各賃金の 1時間当たりを算出し合計 した額 ≧ 最低賃金額

1 働き方改革に関する様々な課題に対応するワンス トップ相談窓ロ

働き方改革サポートオフィス鳥取では、中小企業・小規模事業者の皆様のために、生産性向上による

賃上げ、賃金規程の見直し、労働関係助成金の活用などの相談に対して、労務管理の専門家が電話また

は相談により無料で支援を行います。

詳し<は 働き方改革サポー トオフィス鳥取
鳥取市富安 1-152 SGビル 4階 TEL:0800-200-3295

受付時間 :平日9:OO～ 17:OO  E― man:tottori@workstylereform.net   回|

2 賃金引上げを支援する制度

◆ 業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金 (事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に

資する設備投資等を行う中小企業・小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の

一部を助成する制度です。

詳し<は 業務改善助成金コールセンター 丁EL:0120-366-“ 0

◆ キヤリアアップ助成金
有期雇用労働者等非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、

賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

詳しくは 鳥取労働局 職業安定部職業安定課 TEL:0857-29-1707
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